
［研究ノート］

資本参加について

　　正規の貸借対照表作成の諸原則

一E．Weberの所説を中心として一

　　　　　　　　　　　　　　　　本　田　良　巳

　　　　　　　　　　　　I、はじめに
　本稿はEWeber，Grunds批zeordnu㎎sm査BigerBi1anziermg地rBetei1igu㎎enそ

1979，DOsse1dorfを取上げている。本書は，周知のように，1970年代，シュマーレン

バッハ協会より公刊されたモノグラフの一つである。ここで資本参加

（Beteihgungen）とは短期保有の株式でもなく，子会社株式でもない，いわば投

資勘定，関連会社株式といったところである。実際，かかる株式も少なくなく，

その会計処理の明瞭化が要請されている。

　また，E．Weberが正規の簿記の諸原則でなく，正規の貸借対照表作成の諸

原則という点に奇異に感ぜられるかもしれない。しかし，このことはE．Weber

に限ったことではない。E．Schmalenbachも正規の貸借対照表作成の諸原則と

いう用語を用いており（1），1930年代，シュマ・一レンバッハ協会より公刊された

モノグラフにおいても（2〕，1970年代，同協会より公刊されたモノグラフにおい

ても川，やはり，正規の貸借対照表作成の諸原則という用語を用いている。正

規の簿記の諸原則と正規の貸借対照表作成の諸原則との関連について，A．

Steinbachは以下の「図1」のように説明している（4）。本稿でいう正規の貸借

対照表作成の諸原則は「図1」における狭義の貸借対照表作成の諸原則を示し

ている。
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　　　　　　　　　　　　図1　広義の簿記の概念

　　　　　　　　　　　　　　　広義の簿記

　　　　狭義の簿記　　　　　　　棚卸表　　　　　　ム義の貸借対照表作成

　　　　　　　　　　　　　　　　狭義の貸借対照表作成　　　　連結決算書

　　　　　　　　　　　　　　　　（個別決算書の作成）

　最後に，本稿の議論の進め方について説明する。まず，第二章において，資

本参加の概念と表示について説明し，次いで，第三章において，資本参加の借

方記入能力，借方記入時点，および，参加会社の業績を資本参加に反映させる

持分法適用の可否等について検討する。第四章において，不均等原則の適用に

より，参加取引から生じる消極的な成果貢献の見積もりについて説明し，最後

に第五章において全体を要約し，結びに代えることにする。

　なお，ドイツでは1985年，商法が改正されているが，E．Weberの書物が公

刊された1979年当時，1965年株式法，1978年EC第四指令が効力を有していた点

に注意しなければならない。

II．資本参加の概念と表示

　資本参加のもとで何が開示されなければならないか，どのような要件をもっ

て資本参加は計上されなければならないか等の問題は必ずしも十分に明らかに

されていない。それらの問題への解答は以下で述べるようにさまざまである。

かかる状況を解消するため，E．Weberは資本参加概念をまず経営経済学上の

資本参加概念と貸借対照表上の資本参加概念とに分類し，検討している。

　経営経済学上の資本参加概念の第一の指標は他企業への資本委託であり，第

二の指標は資本委託の種類，方法である＝5〕。そこで，他企業への資本委託の二

つの形態，資本参加の調達と貸付の調達とを識別し，資本委託が次の要件を満

たすとき，資本参加について述べることができるとしている㈹。

①積極的，消極的な期問成果のチャンス，リスクが按分的に結びつけられる。

②営業政策への影響の権利が根拠づけられる。
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③可能な残余利得（Residua1er1δs）への請求が生じる。

　経営経済学上の資本参加概念に対して，貸借対照表上の資本参加概念の主張

は次の四つにグループ化することができる｛7〕。

　（1〕資本参加の意図と永続性を資本参加の決定的な要件とみなす。

　（2）資本参加概念の明瞭化の場合，貸借対照表作成者の主観的な秤量（たとえ

　　ば，資本参加の意図，長期的な投資…）を強調する。

　（3〕永続性とともに，効果的な影響への可能性において資本参加の決定的な要

　　件を考える。

　（4）貸借対照表上の資本参加概念について特別の要件を必要なものとみなさない。

　（1）～（4〕のグループ化を通して，．貸借対照表上の資本参加概念の要件は永続

性，資本参加の意図にほぼ集約することができる。しかし，E．Weberは「資

本参加の意図のような，だいたし）において把握しうるメルクマールでなく，永

続性について明らかに推論することが述べられなければならない｛富〕」と永続性

の要件の重要性を指摘している。

　このように，E．Weberは経営経済学上の資本参加概念と貸借対照表上の資

本参加概念とを検討したあと，両者の結論をもって資本参加概念の要件を確定

している。すなわち，「資本参加の決定的なメルクマールとして，一方におい

て貸借対照表作成を行う企業が他企業に資本を利用する種類，方法，他方にお

いて他企業においてそのようにして得られた資本持分が貸借対照表作成を行う

企業の資産に残っている永続性が明らかになる⑨」。さらに，E．Weberは二

つのメルクマールの精緻化を試みている。

　資本参加概念の第一のメルクマールは貸付金，債権等に比較して資本委託の

特殊形態を浮彫りにすることができる。たとえば，資本参加を貸付金に比較す

れば，「貸付金のような資本委託の他の形態と異なって参加会社の意思形成へ

の参加の権利は資本参加と結びつけられる」。oω　また，資本参加を債権に比

較すれば，「あらゆるメルクマールの評価の場合，とくに，名目額での返済請

求，欠ける責任，会社の意思形成からの排除等の評価の場合，それらは債権に

帰せられなければならない｛11〕」。　したがって，資本参加は貸付金，債権と比
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較し，資本委託の特殊形態，①利益参加，②営業政策への影響，③残余財産へ

の請求権を浮彫りにすることができるのである。

　次に，資本参加概念の第二のメルクマールとして永続性をあげることができ

る。資本参加の永続性についてさらに二つの点において精緻化することができ

る。2〕。

1）永続性と結びつけられた固定資産への帰属のために，資産項目の基本的な

　能力，すなわち，売却の可能性とともに，何らかの方法で営業経営に役立つ

　ことが必要である。

2）増加の場合，永続性について実際の期間でなく，企業における資本参加へ

　の期待される，意図的な，将来の期間が重要である。

　次に，資本参加の表示問題について検討していくことにする。証券化された

持分権（verbriefte　Antd1srecht）は流動資産において表示されるか，固定資産

において表示されなければならないか。かかる問題への決定的な基準として，

上述した永続性のメルクマールが重要な役割を果たしている。すなわち，証券

化された持分権のうち，短期的に売却の意図あるものは流動資産に表示されな

ければならない。ここで，短期的な売却可能性について機能的な市場，規則的

な市場カミ存在しなければならず，偶発性によって影響された，受入態勢の整っ

ている（aufnahmebereit）市場は理解されないU3〕。　さらに，短期的な売却可能

性について重要なメールクマールは持分所有の絶対的，相対的な金額において考

えなければならない。4〕。

　次に，固定資産において資本参加はどのように表示されなければならないか

にっいて考えていくことにする。E，Weberは資本参加を含めた財務固定資産

の構造を「図2」のように示している。5〕。

　「図2」において，とくに資本参加有価証券の表示が問題になる。というの

は資本参加有価証券は一方において資本参加の性格を有し，他方において有価

証券の性格を有するからである。E．Weberは株式法の規定［資料1，2参照］に

したがった資本参加有価証券の表示…こついて，三つの可能性を示している㈹。
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図2　財務固定資産の構造

資　本　参　加

証券化されない　証券化された

資本参加　　　　資本参加

債　　　　　権

証券化された　証券化されない

債権　　　　債権

資本参加有価　　その他の有価
　　　　　　　　　　　　　　債権有価証券
証券　　　　　証券

　　　　　　　　　　　　　固定資産たる有価証券

①資本参加有価証券は固定資産たる有価証券において表示する。

②資本参加有価証券は資本参加か，固定資産たる有価証券のいずれかにおいて

　表示する。

③資本参加有価証券は資本参加において表示する。

　①は資本参加有価証券を債権有価証券，その他の有価証券とともに固定資産

たる有価証券において表示するものであり，有価証券という共通のメルクマー

ルを有している。しかし，「貸借対照表のもとで僅かに共通して有する資産項

目の要約は貸借対照表の明瞭性と開示力の侵害とみなされなければならな

い」。｛’7〕また，②は資本参加有価証券を資本参加か，固定資産たる有価証券の

いずれかに表示しようとするものであるが，資本参加における表示と固定資産

たる有価証券における表示との分類基準が必ずしも明らかにされていない。最

後に；③は資本参加有価証券を資本参加において表示し，債権有価証券，その

他の有価証券を固定資産たる有価証券において表示しようとするものである。

これによって，”資本参加”項目は貸借対照表読者に他企業への長期的な資本

参加について十分な概観を与えることができる。「この解決可能性によってのみ，でき

るかぎり明瞭な，開示力ある年度決算書への要求は満たされるのであるu！〕」。

　さて，1978年，EC加盟各国の国内化をめざして，EC第四指令が公布されて

いる［資料5，6参照］。そこで，第四指令における資本参加の概念と表示をみて

いくことにする。第四指令第17条において資本参加について定義し，資本参加

は他企業における持分であり，企業との永続的な結合を作り出すことによっ

て，自己の営業経営に役立つことが規定されている。かかる第四指令の資本多
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加の定義は本章で得られた定義に一致するものであ乱また，他企業の資本に

おける持分が20％を上回るとき，いわゆる”資本参加の推定”が見い出される。

かかる比率を上回るとき，永続的な結合を作り出すことによって，自己の営業

経営に役立つものと考えられる。第四指令第9条においては貸借対照表の様式

を定め，資本参加の表示について定めている。すなわち，一方において長期的

に保持されるすべての資本参加有価証券は項目Cm1“結合企業における持

分’’か，Cm3“資本的参加関係”に表示され，他方において長期的な債権有

価証券と有価証券の特殊形態は”固定資産たる有価証券”に表示される。かか

る表示規定によって，明瞭な，概観的な年度決算書への第四指令の要求は最も

よく満たされるのである。

m．資本参加の増加・減少

・資本参加はどのよう一な要件を有するときに資産として計上でき，また，それ

はどの時点に行われるかについて考えていくことにする。したがって，資本参

加の借方記入能力，借方記入時点についてはじめに検討・していくことにする。

　まず，資本参加の借方記入能力について，E．WeberはU．Leffsonの論文を

引用しながら，次のように述べている。「対象について支出が行われ，利用が

企業について報告期間を超えているかぎり，対象は借方記入能力がある。支出

と将来の用役提供（Nutzenabgabe）という二つの基準は資本参加について満た

される。支出の基準は直接，資本参加の本質，すなわち，他企業への資本委託

から明らかになる。他の理由と同様，決算日前に実際の支払いが行われて．いる

か，どうかは借方記入について問題にならない㈹」。ここで，支出が決算日前

に行われているか，否かは問題にならず，支出の義務が発生しておれば，要件

の一つを満たすことになる。また，将来の用役提供は恩典（Vergutu㎎），通常，

参加企業の利益，清算売上高において具体化する＝酬。したがって，支出と将来

の用役提供という二つの要件を満たすことにより，資本参加は借方記入能力を
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有するのである。

　次に，資本参加の借方記入時点について考えていくことにする’。．E．Weber

はかかる問題を（1）参加会社（Beteiligu㎎sgesenschaft）の設立時，株式の取得，

（2〕参加会社の設立後，株式の取得，13〕参加会社の設立後，株式の再取得に分け

て検討している…2’〕。まず，（1）の場合，資本参加の借方記入時点として会社契約

の締結時点が考えられる。すなわち，「会社契約の締結によって，払込み給付

について会社に対する社員の義務が同時に生じる。この．義務は上位会社

（Obergesellschaft）の貸借対照表に強制的に計上されなければならない固」。ま

た，（2）の場合，資本参加の借方記入時点を（1〕と同様に考えることができ。る。す

なわち，「支配的な見解によれば，会社の地位は全体としてあらゆる社員の同

意によって，あるいは，会社契約における承諾の場合に移転される閉」。この

時点は貸借対照表作成者の資産への帰属の開始と考えなければならなレ）。最後

に，（3）の場合，商業登記簿（Hande1sregister）記載時点を資本参加の借方記入時

点と考えることができる。すなわち，「新株は署名，割当ての時点でなく，商

業登記簿における増資の記載時点に貸借対照表記入されなければならな

い（川」。新株は株式権が生じる，増資の記載時点に，上位会社の貸借対照

表に名目額プラス追加金（Aufge1d）の金額で，参加会社に対する払込み債務の

同時的な貸方記入のもとで，資本参加項目のもとで開示されなければならない固。

　ところで，ドイツにおいても商法会計において原価一実現原則が遵守されて

いる。したがって，資本参加も原則として取得原価で評価しっづけなければな

らない。しかし，EC第四指令において，資本参加にっし）て持分法の選択的な

適用を認めている［資料8参照］。また，諸外国においても，個別決算書にお

ける持分法の適用は認めら一れている（囲〕。したがって，以下，数値例を用いなが

ら，持分法の意義を述べるとともに，持分法導入の是非を検討していくことに

する。なお，本稿では持分法の導入を上位会社の個別決算書に制限して考えて

いる。

　まず，持分法によれば，資本参加の貸借対照表計上は次の計算によって決定

される｛刀〕。
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　　　最終的な貸借対照表決算日の取得原価，帳簿価値

　十　按分的な，積極的な期間成果

　　　按分的な，消極的な期間成果

　　　上位会社における利益分配

　　　計画外の減価償却

　十　償却理由ののち．の欠落の場合，増価記入

　　　貸借対照表決算日の貸借対照表計上

この計算式は数値例で明らかにされる㈱。この例ではA社はユ974年12月1

日，100GEの価格でB社について60％の持分を取得している。B社の年度決算

書は／974年および以下の年度において，次の数値を示している。

表1　開始資料

B社の年度決算書 31．12．74 31．12．75一 31．12；76 31．12．77

年度余剰ならびに年度不足類 25 一10 20 15
60％／A社の資本参加重） 15 一　6 12 9

貸借対照表利益
@　（分配されるべき配当金） 20 一

5 10

配当金の60％（Aに属する） 12 一
3 6

表2　A社の貸借対照表においてB社への資本参加の貸借対照表計上

A社の年度決算書 31．12．74 31．12．75 31．12．76 31．12．77

期首における資本参加の取得原

ｿ・帳簿価値 100 115 97 109
十按分的な年度余剰 15 一 12 9

一按分的な年度不足類 ■ 一　　6 … 一

一受取った配当金 一 皿12 I 一　　3

二貸借対照表計上 ユ15 97 109 115

「表3」，「表4」において，前の数値例について，貸借対照表作成の方法に

したがって異なる貸借対照表計上と参加収益が対照されている。
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表3　異なる貸借対照表作成方法の場合，資本参加の貸借対照表計上

貸借対照表作成方法
持　分　法 伝統的な方法

貸借対照表日

31．12．74 115 100
31．12．75 97 100
31．12．76 109 1OO
31．12．77 115 100

貸借対照表作成方法
持 分　法 伝統的な方法

資本参加の成果

1974 15 一

1975 一6 12
1976 12 一

1977 9 3

　以上，簡単な数値例を用いながら，持分法の意義について説明してきた。そ

こで，伝統的な貸借対照表作成方法に対比して，上位会社の年度決算書の開示

力の改善が持分法の長所として示される。この改善はとりわけ，次の三点にお

いて考えなければならない（酬。

①実際の分配額への資本参加収益の表示の制限は参加会社の収益状況を十分

　に反映していない。貸借対照表読者が参加会社の経済的な状況について映像

　（Bi1d）をなそうとするなら，すべての期間成果の認識が必要である。

②伝統的な貸借対照表作成方法の場合，資本参加の分配額，その時間的な決

　定は貸借対照表政策．的な措置のために利用される。それに対して，持分法の

　場合，参加会社の公示準備金の変化は同一の金額で上位会社の貸借対照表に

　定着している。

③実際に流入する時点における資本参加収益の把握は子会社の利益稼得と上

　位会社の収益受取りの間の時間的な延期を生じる。参加会社の期問成果は数

　年後，はじ一めて上位会社の貸借対照表に作用し，参加会社の経済的な状況の

　概観をさらに困難にする。
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　持分法の適用によって，年度決算書の開示力は伝統的な貸借対照表作成方法

に比べて高まる，という賛成論に対して，次の二つの点から反対論が唱えられ

る。

①　実現原則の立場から反対論が唱えられる。持分法は参加会社の損益を上位

　会社の資本参加勘定に反映させるものである。たとえば，参加会社において

　利益が稼得されれば，持分比率に応じて資本参加勘定を増価させるものであ

　る。しかし，実現原則を適用すれば，参加会社における利益稼得でなく，利

　益処分によって，上位会社が利益請求権を獲得したζき，はじめて，一上位会

　杜において収益は実現したものと考えるのである｛帥〕。

②開示力の点からも反対論が唱えられる。持分法を適用すれば，伝統的な貸

　借対照表作成方法に比べて開示力は高まるが，それは限界を有している。持

　分法による資本参加貸借対照表記入のそれよりも，附属説明書における資本

　参加の開示力・の方が範囲，詳細度において著しく上回っている｛3’〕。［資料3，4，

　7参照］

　持分法を適用すれば，伝統的な貸借対照表作成方法に比べて貸借対照表の開

示力を高めることができる。しかし，制度会計固有の実現原則に違反すること，

ま1た・，貸借対照表よりも附属説明書の方が範囲，詳細度において開示力を高め

ることができることから，貸借対照表への持分法の導入は否定されている。

　上述した・ように資本参加の増加，増価に対して，資本参加の減少，減価につ

いて・考えていくこ．とにする。E．Weberは増加と同様i資本参加の減少につい

ても三つのケースを考えている。すなわち，（1）持分の売却，（2）参加会社の解散，

（3）社員としての退社の場合である＝馴。

　まず，（1）の場合，持分の売却は上位会社の貸借対照表に減少として把握され

なければならない。持分の取得の場合，増加時点に展開された原則が類似の方

法で減少時点の確定に妥当する。．次に，（2）の場合，人的会社の解散（Beendigmg）

は清算によって行われる。上位会社に割当てられる最終分配（SchluBvbrtei1u㎎）

と資本参加の帳簿価値との差額は固定資産の減少からの収益・損失として開示
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されなければならない。人的会社とは異なって・株式会社の完了は強制的に定

められている。全部解散は最後に行われる完了取引によって生じる。通常，そ

れは会社資産の分離（Auf1Osmg）と株主への配当である。最後に，（3）の場合，

人的会社における社員の退社（Austritt）は商法第138条において定められてい

る㈹。貸借対照表作成にとって，とくに社員による解約告知（K伽digung）が重

要である。決済金（Abfindungsguthaben）への債権は取得原価によって計上さ

れなければならない‘顯〕。参加会社の退社から明らかになる積極的な成果貢献は

退社期間でなく，決済請求の確定する期問にはじめて生じるのである。

　資本参加の減価は準備金の取崩しと損失の発生の二つのケースにおいて考え

られる。まず，持分の取得後，公示の，秘密の準備金が取崩され，上位会社に

分配されるなら，利益分配が問題になるのではなく，資本参加の取得原価が部

分的に減じられるような資本の返済が問題になる。この場合，隠された資本の

返済（verdeckte　Kapita1rOckzah1mg）によって生じる資本参加の価値減少は償

却により考慮されなければならない㈹。また，消極的な期間成果に関わる資本

参加め認識しうる価値損失も上位会社の貸借対照表において償却により考慮さ

れなければならない㈹。

　　　　　　　　　　　　　w．資本参加の評価

　制度会計においては原価一実現原則を採用している。すなわち，資産一般に

取得原価を算定し，これを原価配分の基礎としている。しかし，そのような場

合においても，期末時における資産の評価に下方的修正を認めている。低価法，

評価減の適用がこれである。E．Weberはこれに関して次のように述べている。

「価格づけ（Bepreisung）によって，資本参加には明確な，検証可能な，収支的

な取得原価原則に一致する貨幣量が帰属甘ら一れる。これに関連して．，持分権の

増加時点，ならびに，のちの貸借対照表作成時点に価格づけによって得られた

量が年度決算書の設定目的に関連して正しいものか，どうか，それが修正され

るか，どうかが検討されなければならない。この過程をわれわれは評価
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（Bewertung）と呼んでいる㈹」。

　本章では資本参加の評価，とくに下方的修正について考えている。ところで，

EWeberによれば一資本参加の評価は他の資産項目（とくに，貯蔵品）のそ

れに比べて，次のような特殊性を有している。

①資本参加の場合，調達過程，生産過程，販売過程の取引が問題になるので

　はなく，こ札に関連する財務調達取引が問題になるのでもない。むしろ，上

　位会社は投資された資本を利益支払い，販売売上げ，清算売上げ等の形態で

　受取るという意図をもって他企業に資本参加する。資本参加はそのような長

　期的な取引である〔㌣

②資本参加の概念は二義的である一。資本参加のもとで，一方において貸借対

　照表に開示される資産項目が理解され，他方においてこの資産項目の取得に

　よって開始される取引が理解される。不均等原則によって行われるように，

　資産項目と開始された取引との識別は資本参加の場合，草接，適用可能でな

　い。資産項目と開始された取引は二つの異なる要件ではなく，資本参加を静

　的に資産項自と理解するか，動的に過程と理解するかに応じて，同じ要件の

　異なる見解である｛㌣

③機械や他の実物設備の場合，通常，資産項目と個々の取引との間に解決し

　えない帰属問題が存在するのに対して，資本参加の場合，この困難を有さな

　い。資本参加と，それに結びつけられた取引は明確に確定される〔仰。

　資本参加の下方的修正を行ううえで，評価の基礎となる価値概念について次

に考えていくことにする。文献ではこれまで清算価値，貸借対照表価値，収益

価値等の価値概念が提案されている。以下，それら価値概念の妥当性について

検討していくことにする。

（1〕清算価値

　資本参加の清算価値のもとで，参加会社の資産項目の個々の販売価格の総計

が理解されなければならない。上位会社にとって清算価値は清算の場合に参加

取引に帰属する収入を表わしている。しかし，計画され，期待される清算とい
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う仮定を欠き，清算価値が利用されないなら，仮構的な清算価値も他の価値計

上の修正に適さない〔41〕。

（2）貸借対照表価値

　資本参加の貸借対照表価値のもとで，貸借対照表上の按分的な自己資本が理

解される。そのかぎりにおいて，貸借対照表価値による評価と持分法との商に

一定のパラレルが明らかになる。しかし，参加取引から生じる消極的な成果貢

献と自己資本の減少との問に一定の傾向的な関連は存在するが，同一視は認め

られない。消極的な成果貢献の決定はすべての参加取引の全般的な考察と長期

的に見通し得る期問から出発するのに対して，自己資本の減少の把握は一期間

内での部分的な考察を表わしている｛側。

（3）収益価値

　資本参加の収益価値による評価の場合，参加取引から積極的な成果貢献が期

待される場合も先取り項目が設定されることになる。次の例が示すように，そ

のような先取りは二つの，完全な情報の仮定のもとで行われる｛側。

　図3　収益価値を利用した資本参加の評価の場合，貸借対照表計上の展開（ケース1）

先取り項目は資本参加の調達原価・帳簿価値と収益価値との差額から決定される。
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図4　収益価値を利用した資本参加の評価の場合，貸借対照表計上の展開（ケース2）

T　O T！ T2 T3 T4 T5 T・6

資本参加取引の収入・

x出
一1000 300 200

’ 一 ’
1000

資本参加の収益価値 1002 803 683 751 826 909
■

継続的な期間の設定さ

黷驍ﾗき先取り項目
一

197 120
一 ’ 一 一

先取り項目の修正 一 一 一
68 75 83

’

先取り項目は資本参加の調達原価・帳簿価値と収益価値との差額から決定される。

　したがって，収益価値による評価の場合，消極的な成果貢献が期待されない

場合も先取り項目の設定が問題になるのである。

　文献で専ら提案されている清算価値，貸借対照表価値，．収益価値についてそ

の妥当性を検討した結果，いづれも妥当性を有していないことが明らかになっ

た。その結果，E．Weberは消極的な成果貢献の先取り計算に販売売上金の適

用を提案している。すなわち，「資本参加は短期的に販売されず，直接，資本

参加の評価に適用しえないかぎり，販売売上金としての相場価値が重要であ

る。それは参加会社からの潜在的な収入として，可能な，消極的な成果貢献の

決定の計算に含められるからである｛州」。

　資本参加の評価はそれが関わる，すべての期間に及ぶ。評価にとって，期間

帰属の問題は生じない。したがって，収益，費用でなく，参加取引の収入・支

出に狙いをおくことが合目的である。次に，参加取引から生じる収入・支出に

ついて説明していくことにする。

（1〕参加会社からの収入

　①継続的な収入

　　　参加会社からの継続的な収入には利益分配もしくは利益引出しが属して

　　いる。継続的な収入にはさらに資本の返還，上位会社への参加会社の類似

　　の支払い，引受権の販売からの売上金も属している。参加会社の蓄積され
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　　た利益は評価計算に含められず，のちの利益分配あるいは販売売上金，清

　　算売上金の増加として処理される（側。

　②他の，貨幣価値的な利用量

　　　上位会社は参加会社からとくに有利な給付調達を得ることがある。上位．

　　会社が参加会社から原材料をひきうけ，それについて支払われた代償が調

　　達市場に通常の価格以下にあるとき等であ乱将来のすべての原材料の調

　　遠の場合，節約される支出は参加取引からの準収入（Quasi－Eimahmen）

　　として資本参加の評価に含められなければならない㈹。

　③販売売上金と清算売上金

　　　参加関係の終了時点に生じる収入であり，販売の場合，販売売上金，清

　　算の場合，清算売上金である。評価にとってこれら金額の重要性はとくに

　　評価時点と参加関係の計画され，期待される終了との間でどれだけの期間

　　があるかということに依存している｛47〕。

（2）参加取引への支出

　将来の増資のための代償，参加会社への上位会社の将来の補助金，追納金，

将来の期問における上位会社の契約上の損失引受け等が属している。さらに，

参加会社の持分の追加取得のために第三者に支払われる支出もここに属してい

る。税の支払いは成果貢献について中立的に取扱われなく，参加取引の支出と

して評価の計算に含められる㈹。

　個々の参加取引の収入と支出との全般的な対照において消極的な成果貢献が

生じる，あらゆる参加会社について，収入と支出との精密な対照が行われなけ

ればならない。収入と支出との全般的な対照では一価的な量が考慮されている

のに対して，精密な対照では代替的な与件状況から出発する｛49〕。個々の与件状

況について金額が決定し，成果貢献が見積もられる。次の図はそのような計算

についての例を示している側。
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図5　代替的な与件状況についての資本参加取引から将来の成果貢献についての計算例

与件状況DKi
]価計算の見積もられた量 DK1 DK2 DK3 DK4 DK5
1．期間to－t1の継続的な収入の総計（十） 30 35 25 35 25

2．期間to－t1の貨幣価値的な利用の総計（十） 20 20 20 20 15

3．tnにおける販売売上金（十） 55 45 50 35 35

4．期間to－t1の継続的な支出の総計（一〕
一 一 一

5 10

5．資本参加のその時の帳簿価値（一） 100 100 100 100 100

6．資本参加取引の成果貢献（＝） 十5 ■ 一5 山15 一35

個々の与件状況について，発生確率は以下の通りである。

与件状況DKi

発生確率W（DKi）

与件状況iの成果貢献

DK1　　DK2　　DK3　　DK4　　DK5
O．1　　　　O．15　　　　0，35　　　　0，25　　　　0．15

一5　　　－15　　　－35

　個々の与件状況において見積もられた成果貢献について一点でなく，区間で

不確実性を精緻化することができる。たとえば，与件状況3の場合，消極的な

成果貢献は90％の確率をもって3．6GEと6．4GEの間で期待されなければなら

ない＝5’〕。しかし，そのような決定によって，．実際に存在しない正確度が装われ

る。通常，個々の与件状況について区間でなく，叶点の見積値が示されるとき，

十分なものとみなされる。正当性の原則から最も可能な値が決定される。それ

はこの値によって最も適切な概観が認められるからである。われわれの例では5GE

の金額（すなわち，DK3）で先取り項目が設定されなければならない｛田〕。

　　　　　　　　　　　　　V．おわりに

　E．Weberの文献にしたがって資本参加の問題を者ネてさた。まず，．資本参

加の概念と表示を問い，次に，個別決軍書における持分法適用を考え，最後に，

資本参加の評価一消極的な成果貢献の見積もりについて検討している。資本参

加の概念と表示，持分法適用についてE．Weberの結論はEC第四指令に符合

するものであり，ひいては1985年西ドイツ商法に符合するものである。また，

資本参加の評価一消極的な成果貢献の見積もりについて理論的というより，き
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わめて現実的な解決のされ方であるように思われる。本稿で議論してきたこと

を最後にまとめておくことにする。

（1）資本参加の要件は，一方において他企業への資本委託の種類，方法，他方

　において資本参加の永続性から明らかになる。次に，証券化された持分権は

　永続性を基準に流動資産か，固定資産に表示される。また，資本参加有価証

　券は固定資産たる有価証券でなく，資本参加に表示することにより，年度決

　算書・の開示力を高めることができる。

（2〕持分法は各国の個別決算書において適用されており，ドイツにおいても持

　分法導入の是非が議論されている。持分法を適用すれば，原価一実現原則を

　遵守する伝統的な貸借対照表作成方法に比べて，年度決算書の開示力を高め

　るという賛成論が主張される。しかし，持分法の適用は実現原則に違反し，

　また，持分法を貸借対照表より，附属説明書に適用する方が開示力を高める

　という反対論も主張され乱その結果，E．Weberは持分法の適用の結果を

　附属説明書に示すことを提案している。

（3〕期末に資本参加勘定を評価しなければならないが，代替的な価値概念とし

　て清算価値，貸借対照表価値，収益価値でなく，販売売上金を用いる。参加

　取引から（販売売上金を含めた）参加収入と参加支出とを対照し，消極的な

　成果貢献が予測されるならば，評価替しなければならない。その際，消極的

　な成果貢献は代替的一な与件状況のうち，最も確率の高い値（図5，DK3）を

　もって見積もられなければならない。

　最初に述べたように，E．Weberの文献は1970年代，公刊されたシュマーレ

ンバッハ協会のモノグラフの一つである。したがって，E．Weberも最初にU．

Leffsonに依拠しながらGoBの議論を行い，資本参加問題の始発原理として

いる㈹。資本参加の概念と表示，持分法の適用，資本参加の評価とE．Weber

の議論が移るなかで，E．Weberの課題は年度決算書の開示力をいかに高める

か，いかにして年度決算書に適切な概観を与えるかにある。そして，そこで見

い出される解決は制度的（具．体的には，EC第四指令）なものであり，また，

（規定を欠くところでは）現実的な方法が採用されるのである。
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（注）

11〕E．Schma1enbach，Grunds自tze　ordmngsm笥Biger　Bi1anzierung，Zeitschrift　fOr　handels－

　　wissenschaftliとhe　Forschung，1933，S．225－S．233．

｛2）K．Hast，Gtmds富tze　ordmngsm笥Biger　Bi1anziermg　fur　Anlagegegens燗nde，（1．

　　Auflage，1934，2．Auflage，1935），Leipzig．

　　A．Krause，Grunds自tze　ordnungsm自Biger　Bilanziemng地r　Pensionsve印珊。htungen，1935，

　　Leipzig．

　　E．Streit，Grunds査tze　ordnmgsm自Biger　Bi1anziermg　f口r　Ruckstellungen，（1．Auf1age，

　　1934，2．・Auflage，1936），Leipzig．

　　K．Welland，Grunds罰tzeordn㎜gsmaBigerBilanzierung地rWechsel，Schecks㎜dAkzepte

　　　一（einschLValuten），1936，Leipzig．

　　N．Dietzen，Grunds宜tze　ordnungsm自Biger　Bilanzierung　fOr　sti11e　Reserven，1937，Leipzig．

　　H．K．Ve11guth，Grmds自tze　ordmngsm拙iger　Bilanzierung　fOr　schwebende　Gesch査fte，

　　1938，Kδ一n．

（3）K－H．Husem3m，Gmnds豊tze　ordmngsm自Biger　Bi1anzierung　fur　Anlagegegenst餉de，

　　　（1．Auf1age，1970，2．Auflage，ユ976），Dusseldorf．

　　U，Huttemam，Gr㎜ds自tze　ordnu㎎sm柵iger　Bi1anzieru㎎f竈r　Verbindlichkeiten，（1．

　　Auflage，1970，2．Auf1age，1976），Dusse1dorf．

　　W．Sch自fer，Grmdsatzeordnmgsm自Biger　Bi1anziermg冊r　Forderungen，（1．Auflage，

　　1971，2．Auflage，1977），DOsse1dorf．

　　H．Friederich，Grunds査tze　ordmngsm自Biger　Bilanziermg　fur　schwebende　Gesch自fte，（1．

　　Auflage，1975，2．Auflage，1976），Dusse1dorf．

　　G．Eifler，Grunds葛tze　ordnungsm苞Biger　Bilanzierung　揃r　ROckstellungen，工976，

　Dusseldorf．

　　F．F剛1ing，Grunds嵩tze　ordnungsm棚iger　Bilanzierung釦r　Vorr自te，1976，Dむsse1do㎡．

　　E，Weber，Grunds自tze　ordm㎎sm自Biger　Bilanzierung　fOr　Beteiligungen，1979，

　DusseIdorf．

（4）A．Steinbach，Grmds葛tze　ordnmgsm自Biger　Bilanziemng　fOr　Konzemrechnmgslegmg，

　　1976，Kδ1n，S．n．

（5）E．Weber，a．a．0、，S，9．

㈲　E．Weber，a．a．O．，S．10．

　　　また，E．Weberと類似の見解は下記の文献においてもみられる。

　E・Schmalenbach，Die　Beteiligmgsfinanzierung，neunte，verbesserte　Auflage，bearbeitet
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　von　R．Bauer，KOln／Opladen，1966，S．ユ6．

　W．Busse　von　Colbe，Art．Beteiligungen，in：HandwOrterb種。h　der　Betriebswirtschaft，

　vierte，v舳g　neu　gesta1tete　Aufl．，hrsg．v㎝E．Grochla　und　W－Wittma㎜，Stuttgart，1974，

　Sp．53ユ．

17〕ω～（4〕の代表的な提唱者とその文献は下記の通りであるρ

11〕Adler／DOring／Schmaltz，Rechnungslegu早g　und　Pr嘩ung　der　Aktienge§e11sghaft，4，

　Aufl．，vbllig　neu　bearbeitet　von　K．Schma1tz，K－H．Forster，民Goerdeler，H．Havermam，

　Band　1，Rechnungslegung，Stuttgart，1968，S．291．

｛2）D．Ko11hofer，Beteiligmgen　im　JahresabschluB　von　Kreditinstituten　in：Die　Bank，1977，

　Heft　9，S．王4．

（3〕O．Mutze．Zur　Bilanziermgund　Bewertungvon　Beteiligungen　an　Kapitalgese11schaften，

　in：Die　Aktiengese11schaft，ユ977，S．8．

（4）J．Saur，W．Althaus，Bilanziermg　von　Beteiligungen　an　Persone㎎esellschaften，in：Die

　WirtschaftsprOfu㎎，ユ97ユ，S．1．

　　E．Weber，a．a．O．S．27．

　　E．Weber，a．a．O．S．16．

　　E．Weber，a．a，O．S．17．

　　E．Weber，a．a．O．S．18－S．19．

　　EWeber，a．a．O．S．25－S．26．

　　EWeber，a．a．O．S．29．

　　ユ931年株式法　第261条aの1Iにおいて，次のように定めている。

　　資本参加を目的とする有価証券を含む資本参加。他会社の株式でその券面額が当該会社

　の資本金の4分の1に達するもの，ならびに鉱業組合の持分でその数の合計が当該鉱業組

　合持分の4分の1に達するもの，疑わしいときは資本参加とする。

　この規定は”流動資産たる有価証券”項目と”資本参加”項目の限定規定，したがって，

　証券化された持分について永続性のメルクマールの具体的な規定を表わしている。

　　E．Weber，a．a．0．S．30．

（15〕E．Weber，a．a．0．S．36．

（1⑤E．Weber，a．a．0．S．38．

（17）E．Weber，a．a．O．S．39．

ωE，Weber，a．a．O，S．42．

⑲　U．Leffson，Die　Darste11ung　von　Leasingsvertr自gen　im　JahresabschluB（II），in：Der

　Betrieb，1976，S．686．
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⑫皿）E．Weber，a．a．O．S．60．

（2D　E，Weber，a．a．0．S．66－S．85．

（22〕E．Weber，a．a．O．S．69．

㈱E．Weber，a1a．O．S．70．

⑰切借方記入時点としての署名，割当てに対して，以下の反対理由が述べられる。

　　①署名者は署名，割当てによって，・社員たる権利を得ない。

　　②著名に基づいて署名者にとらての処分権も明らかにならない。

　　③署名者は署名によって会社に責任ある資本を利用しない。

　　④署名の時点に，増資の実施はネ確実である。

　　　E．Weber，a．a．0．S．82．

㈱E．Webbr，a．日．0．S；83．

（紛　「この貸借対照表作成方法（持分言ポ筆者注）はアメリカ，カナダにおける一定の資本

　参加の表示に用いられている。ヨーロッパにおいても，ネーデルランド，デンマークにお

　いて持分法は認められている。持分法導入の努力はオーストラリアにおいてみい出され

　る」。

　　　E．Weber，a．a．O．S．88．

⑫7）亙、Weber，a．a．0．S．90．

（2副E．Weber，a．a．O．S．9トS．92．

（2助E．Weber，a．a．O．S．93－S．94．

（ヨ⑪E．Weber，a．a．0．S．105－S．106．

（ヨD持分法によって貸借対照表読者に伝達されるものに，附属説明書の情報を対照させるな・

　ら，次のことが明らかになる。

　　①附属説明書における報告から最終の営業年度の資本参加のすべての稼得された期間成

　　　異ならびに計算上，上位会社に生じる持分を引き出す。それに対して，持分法によっ

　　　て，資本参カロのすべての期間成果でなく，按分的な期間成果が明らかになる。

　　②持分法は参加会社によって稼得される，すべての積極的，消極的な，按分的な期間成

　　　果の総計を全般的に示すのに対して，附属説明書における報告はすべての期間成果，

　　　按分的な期間成果を伝達し，資本参加の収益状況の異なった判断を可能にする。

　　③参加会社の場合，二つの，連続せる年度決算書の関係づけの一もとで自己資本持分の比

　　　較によって，最終の営業年度において公示準備金の変更を決定する。それに対して，

　　　持分法はそのように詳細な概観を伝達しない。

　　’E．前eber，a．a，O．S．／19－S．120．

　なお，西ドイツの年度決算書の体系とわが国の計算書類の体系とを比較すれば，次の通りになる。
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株式法　　EC指令（第4号）　会計基準法予備草案　　新「会計基準法」　　わが国商法

（1965年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ985年商法典第3編）

醸………≡≡…］　　　国璽重劃　　　醸劃　　　国董憂重劃　　　　貸借対照表

　貸借対照表一…一一一貸借対照表一一一一一一…一貸借対照表一一一一一一一一貸借対照表一一一一一一一（注記）

　損益計算書一一一一一一一損益計算書一一一…一一一・損益計算書一一一一一一一一一損益計算書　　　　損益計算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…一　　（注記）

　　　　　　　　一階高　　　　　　　　　　　　　　　一一一一…一睡査劃一一一一一一一一一画董麺圏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業報告書換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益処分案

　［…≡…重窒萎査董ヨ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一附属明細書

塵璽針
状況報告　　匝璽蚕劃　　函璽査劃　　匝璽聲劃

※西。ドイツ商法の規定する「状況報告書」は，わが国商法の規定する「営業報告書」に相当

するものである。武田隆二編，「財務情報画定基準とメディ．ア機能」・企業会計第39巻第12号，

昭和62年12月，17ぺ一ジ参照。

個2〕且Weber，a．a．O．，S．154－S．．161．

（ヨ3〕商法第138条（社員の欠員の場合，会社の存続）において，次のように定められている。

　　「社員が解約告知するか・死亡するとき・あ争いは・その資産に？いて破魔が開始され

　るとき，会社は他の社員のもとで存続すべきであると定款において定められているなら，

　そのような規定を欠くために会社が解散される時点とともに，事象を生じる社員は会社か

　ら除かれる」。

（測　「見積もられた決済金の金額で債権を計上すると考えることができる。決済金の見積も

　られた金額が資本参加の帳簿価値を超えるかぎり，積極的な成果貢献は実現したものと同

　様に扱われる。しカ）し，見積もられた価値に基づくそのような事前の実現は実現原則，と

　くに，この原則に内在する客観性と一致しないように思われる」。

　　　E．Weber，a．a．O．，S．159．

E．Weber，a．a．O．，S．176－S．177．

E．Weber，a．a．0．，S．177．

E．Weber，a．a．O．，S．219．

nWeber，a．a．O．，S．219．

E．Weber，a．a．O．，S．2！9－S．220．

E．Weber，a．a．O．，S．222．

EWeber，a．a．0．，S．224－S．226．

E．Weber，a．a．O．，S．226－S．230．
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　盲．Weber，a．a．0．，S．230－S．234．

　E．Weber，a．日．0．；S．236．

　EWeber，a．a．O．，S．2台7二

　E．Weber，a．a．O．，S．238－S．239．

　E．、Veber，a．al　O．，S．239．一

　E1Weber，a．a．O、，S．240．

　E．Weber，a．日．O．，S．243．

　E．Weber，a．a．0．，S．244－S．245．

　E．Weber，a．a．O．，S．245．

　E．Weber，a．a．O．，S．246．

　E．Weber，a．a．O．，S．卜S．6．

本文に関連する規定（該当箇所のみ）を掲げておくことにする。なお，訳出は専ら次の文

献による。

①（1965年西ドイツ株式法）慶応義塾大学商法研究会釈，『西独株式渕，昭和57年，慶応通

　信。

②（ユ985年西ドイツ商法）黒田全紀編著，r解説西ドイツ新会計制度一規則と実務一，昭

　和62年，同文舘。

③（ユ978年Eご会社法に関する第四指令）山口幸五郎編，『EC会社法指令」，昭和59年，同

　文舘。

［資料ユ］1965年　西ドイツ株式法

第151条　年度貸借対照表の項目区分

（1）年度貸借対照表には，その営業部門がこれと同等の価値のあることを要する別異の項目

　区分を必要としないときは，次の項目が区別して示されなければならない，ただし，これ

　以上の項目区分をすること1ま妨げない：

積極側には：

　II．固定資産

　　B．財務固定資産

　　　ユ．資本参加；

　　　2．固定資産たる有価証券であって第1号に属さないもの；

　　　3、少なくとも4年の措置期間をもつ貸付；

　　　　　そのうち土地担保権により担保されているもの：
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［資料2］1965年　西ドイツ株式法

第152条　年度貸借対照表の各項目についての規定

（2）資本会社への持分であって，その券面額が全部でその会社の公称資本の4分の1に達する

　もの，ならびに鉱山法上の鉱山組合の持分であってその数が全部でこの鉱山組合の鉱山持

　分の4分の1に達するものは，疑わしいときには資本参加とみなされる。

［資料3］1965年　西ドイツ株式法

第160条　営業報告書の内容

11第20条第1項または第4頃より会社に通知された会社への資本参加の存在；その際に

　は，その資本参加が何人に所属するかおよびそれが会社の総株式の4分の1を超過するか

　否かまたは多数参加（第16条第1項）であるか否かが記載されなければならない。

［資料4］1985年　西ドイツ商法

第285条　その他の義務的記載事項

11資本会社又は資本会社の計算において行動する者がその持分の5分の1以上を所有する

　その他の企業の名称及び住所，そのほか，年度決算書が存在する直近営業年度につき当該

　他企業の資本金に対する持分の比率，自己資本及び損益を記載しなければならず，持分の

　算定には株式法第16条第2項及び第4項を準用しなければならない。

［資料5コ1978年　EC会社法に関する第四指令

第九条（勘定式の貸借対照表・資産の部と負債の部）

　　資産の部

C，固定資産

m，財務固定資産

　1，結合企業における持分

　2，結合企業に対する貸付

　3，資本的参加関係

　4，会社が資本的参加関係にある企業に対する貸付

　5，固定資産の性格を有する有価証券

　6，その他の貸付

　7．国家法制が貸借対照表に掲記することを認める範囲内の自己株式または自己持分（そ

　　　の券面額，または額面のない場合にはその算定額の表示をもってする。）
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D，流動資産

　I11，有価証券

　　1，結合企業における持分

　　2，国家法制が貸借対照表に掲記することを認める範囲内の自己株式または自己持分

　　　（その券面額，または額面のない場合にはその算定額の表示をもってする。）

　　3，その他の有価証券

［資料6］1978年　EC会社法に関する第四指令

第十七条（資本的参加関係の意義〕

　　本指令にいう資本的参加関係とは，証券により表章されていると否とを間わず，他の企

　業の資本における持分であって，右他企業との間に持続的結合関係を創設することによ

　り，当該会社の活動に寄与せしめることを目的とするものをいう。他の会社の資本を一部

　保有する場合において，加盟国が二〇パーセント以内を基準として定める比率を超えると

　きは，資本的参加関係にあるものと推定する。

［資料7］1978年　EC会社法に関する．第四指令

第四三条（附属明細書の記載事項）

一　附属明細書には，本指令の他あ規定が定める記載事項以外に，少なくとも次の事項につ

　いて開示をしなければならない。すなわち，

　2二○パーセント以内を基準として加盟国の定める比率を超える資本につき，これを当該

　　会社が自己の名義または計算において保有する関連企業の名称と住所。併せて，決算の

　　確定した関連企業の資本に対する持分の比率並びに当該関連企業の自己資本の類および

　　その最終営業年度における損益の額をも記載すること。右の開示事項は，第二条［年次

　　計算書類の作成］第三項の目的に徴して無視し得るものである場合には，これを省略す

　　ることを妨げない。自己資本および損益に関する右の記載は，貸借対照表を公示しない

　　関連企業の資本につき当該会社がその資本の五○パーセント未満をのみ直接間接に保有

　　している場合にも，同様にこれを省略することを得る。

［資料8］1978年　EC会社法に関する第四指令

第五九条（結合企業の資本に対する持分の評価）

　　将来における調整まで，次の要件をみたす場合には，加盟国は，結合金楽の資本に対す

　　る持分について，これを持分法により評価する旨を許可することを得る。寺なわち，

a　この評価方法を適用する旨を，当該持分を有する会社の年次計算書類附属明細書に記載

　すること。
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b　当該持分の取得価額とその持分が表章する資本部分一当該結合企業の準備金，損益並び

　に繰越損益を含む一との持分取得時における差額を，持分を有する会社の貸借対照表また

　は年次計算書類附属明細書に区分して記載すること。
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